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（下線部が改正箇所）

改正案 現行

１．定義

（略）

（１）日本円TIBOR

全銀協ＴＩＢＯＲのうち、リファレンス・バンクが、本行動規範の定めるところにより、別紙

１に定める手順に従い、運営機関に対し呈示する1週間物、1か月物、3か月物、6か月物および12

か月物の5種類のレート（注）に対し、運営機関が各期間毎に最高2社の値および最低2社の値を

除外し、単純平均して算出した、5種類の平均レート（小数第6位を四捨五入した小数第5位まで

の数値）をいう。

なお、何らかの理由でリファレンス・バンクから一部のレートが呈示されない場合には、呈示

があったレートにより、各期間毎に、上記方法により算出する。

（注）午前 11 時時点の評価対象市場（本邦無担保コール市場）におけるプライム・バンク間の

取引を想定した場合に市場実勢と看做したレート。365 日ベース、スポットスタート物、1,000

分の 1％(0.1ベーシスポイント)刻み。

１．定義

（略）

（１）日本円TIBOR

全銀協ＴＩＢＯＲのうち、リファレンス・バンクが、本行動規範の定めるところにより、別紙

１に定める手順に従い、運営機関に対し呈示する1週間物、1か月物、3か月物、6か月物および12

か月物の5種類のレート（注１）に対し、運営機関が各期間毎に最高2社の値および最低2社の値

を除外し、単純平均して算出した、5種類の平均レート（小数第6位を四捨五入した小数第5位ま

での数値）をいう。

なお、何らかの理由でリファレンス・バンクから一部のレートが呈示されない場合には、呈示

があったレートにより、各期間毎に、上記方法により算出する。

（注）午前 11 時時点の評価対象市場（本邦無担保コール市場）におけるプライム・バンク間の

取引を想定した場合に市場実勢と看做したレート。365 日ベース、スポットスタート物、100 分

の 1％(1ベーシスポイント)刻み。

【備考】

１．改正規定の実施日

（略）

2026年３月 23日の改正規

定

2026年３月 23日 （呈示レート桁数変更に伴う改正）

２．改正年月日および改正条項

（略）

2026年３月 23日 １．（１）、（別紙１）表１・表２

【備考】

１．改正規定の実施日

（略）

（追加）

２．改正年月日および改正条項

（略）

（追加）
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改正案 現行 

(別紙１) レート呈示手続き 

（略） 

（表１）呈示レート入力画面（イメージ） 

 

(別紙１) レート呈示手続き 

（略） 

（表１）呈示レート入力画面（イメージ） 

 
（表 2）公表画面（イメージ） 

（略） 

（リファレンス・バンクの呈示レート公表画面） 

 

（表 2）公表画面（イメージ） 

（略） 

（リファレンス・バンクの呈示レート公表画面） 
              全 銀 協 日 本 円 Ｔ　Ｉ　Ｂ　Ｏ　Ｒ　　　-　呈 示 レ ー ト -

  （ m m / d d ）

A 銀 行 Ｂ 銀 行 Ｃ 銀 行 Ｄ 銀 行 Ｅ 銀 行 Ｆ 銀 行 Ｇ 銀 行 Ｈ 銀 行 Ｉ 銀 行

1W 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX

1M 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX

3M 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX

6M 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX

12M 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX 　X. XX

 

以  上 


